
１　契約・引渡し時期等による税率の適用事例

税率８％

税率10％

① 「Ｈ31.3.31までの契約」「Ｈ31.10.1以後の
引渡し」 （税率８％）
【取扱い１(２)関係】 　（契約） （引渡）　

  別紙の添付不要

② 「Ｈ31.10.1以後の契約、引渡し」
【取扱い２関係】 （税率10％）
  別紙の添付不要 　（契約)(引渡）

③ 「Ｈ31.4.1以後、Ｈ31.9.30までの契約」
「Ｈ31.10.1以後の引渡し」 （税率10％）
【取扱い３(１)関係】 　（契約） （引渡）　

  別紙２又は３を添付

④ ①の時「Ｈ31.4.1以後に変更契約で増額」 （変更契約）

【取扱い３(２)、(３)関係】 （ 変更増分10％ ）
  変更時に別紙４又は５を添付 （当初契約分８％）

 　(契約） （引渡）　

⑤ 当初契約「Ｈ31.4.1以後、Ｈ31.9.30までの
契約」「Ｈ31.9.30までの引渡し」 （８％）
  別紙の添付不要  （契約) (引渡）

受注者の責に帰すことができない事由に 　（変更契約）

より工期延長の変更契約「Ｈ31.10.1以後 （全て10％）
の引渡し」 　（契約） （引渡）　

【取扱い４(２)関係】
  変更時に別紙６を添付

※「Ｈ31.10.1以後に変更契約」する時は、別紙の添付は不要。

２　前金払及び部分払の取扱い

税率10％を適用している工事において、Ｈ31.9.30までに請求を受けた前金払及び部分払につ

 いては、改正前税率８％により算出する。
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変更増分とは、Ｈ31.3.31までの契約に定めのないものの増分。 

単価変更についても、増額分が10％適用となる。 


